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取組の方向５ 体を鍛え健康に生活する力を培う 

 

の  

 

 

３ の推進  

 

  to 2020 の推進（指導部）  

的に の体力が 下している中、平成 32 年度 でに、体力 計点の 都平  

を、 学生は都 の上 、中学生・ 校生は全 平 度 で向上させるこ

とを として、 的な の 体力向上 を推進する。 

(1) 「 の体力向上推進 部」等の設置 

平成2 年 に「 の体力向上推進 部」を設置し、 的な の 体

力向上 として、平成2 2年 に「 推進計画」を、平成2 年 に「

推進計画」を、平成2 年 に「ア ィ ラン 2 2 」（ 推進

計画）を した。引き続き の体力 下 を 会全体で解 していくための

を行う。

(2) 都 一体力 の全 立学校での実施 

立学校の全ての児童・生徒を対象とした 都 一体力 を実施し、児童・

生徒一 一 に を し、一 一 が自ら を って体力向上に取り組 こと

ができるようにするとともに、実 と ・分 に く 業 を行う。 た、

都 一体力 の調査 を に、 たに体力向上の を め、 体的取組

を行う「ア ィ ラン 2 2 」を、都教育委員会、区市町村教育委員会及び学

校が一体となって推進する。 

年 を「体力 実施 間」とし、全 立学校が、 ・ に体力 の

や 的、学校の体力・ 力の実 と全体的 向、児童・生徒一 一 による

（ ）の設 、各 の実施 等について確実に指導した上で、 都全体で

に体力 を実施する。 

(3) 力を中心に、体力を める 指導の イドラインの作成 

   「 力」等、体力 の が い に重点を置いた体力向上の実践的な取組 

について実践研究する。研究成 を「 力を中心に、体力を める 指導の イド

ライン」として とめ、各学校の に応 た解 やア ーチの を、体育の

業や 部活 において活用していく。 

(4) 「一校一取組」・「一学 一実践」 の推進 

全 立学校において、体力向上に向けた 体的な取組を 開する。 

) 中学生「 」大会 

中学校教育の一環として、中学生の 増進や 力をは めとする体力向上、  

ー の 及び生徒の 力の向上を 的として、区市町村対 の を実施

する。 
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(6) ー ィ ーシ ン レーニン の地域 点校による 及 

と体 を る ー ィ ーシ ン レーニン について、実施校の一層の拡 

大に向けて、地域 点校を め、実践内容を地域に発 する。 

(7) 全中学校を「ア ィ ール」として指 し、体力向上の取組を 開 

   全中学校を「ア ィ ール」として 置 け、自校の （ ）や取組内容 

を めた「体力向上推進計画」を作成し、取組を強力に推進していく。 

(8) 「ア ィ ライフ研究実践校」や「 ー ーア ィ ール」による 進的

取組の研究開発・ 及     

中学校 2校を「 ー ーア ィ ール」に指 し、体力を向上させるため

の指導 等について 進的な研究開発を行い、 た取組や成 を く発 すること

を して、全中学校の体力向上の取組の充実を図る。

    た、 学校2 校を「ア ィ ライフ研究実践校」に指 し、 的生活習

の 着・ に向けた取組や栄養・ ・ 養の に係る 指導などの

体的取組を実践研究し、 た取組や成 を く発 することを して、全 学校の

教育の充実を図る。

(9) 「 ー 強化校」の指  

  ア 部活 による 力向上 

2 2 大会の開催を 、 部活 による 力向上を一層推進する。 

イ 都立 等学校における ー 強化校事業 

都立 等学校に各 ー を強化する部活 を 5 部指 し、全 大会等に 場で

きるよう 力の向上を一層促進する。 

  ウ ー 強化校への ー ー イ ーの導  

    2 2 大会の開催を 、 な指導者等を都立 等学校の 部活 に  

行的に導 し、 力向上を とした部活 の効 を する。 

(1 ) 都立 等学校 部活 全体の活 化 

  ア 部活 指導の 間委 ル事業 

    中学校・ 等学校の部活 指導が教員の 重な 担となっている がある。  

教諭の 担を していく を るため、 間事業者を活用し、専門的指導者を学

校に することによって、部活 の指導 の充実と 教諭の業 に向けた

ル事業を実施する。 

イ 都立 等学校における の実施 

都と 市による自 体間連携 ル事業の一環として、都立 校生の 

を実施し、 力の向上を図る。 

  ウ 校生 ア ー 事業 

    都と地 都市との 校生が、 ー 等を して することにより、

2 2 大会への を いに め うとともに、 た都立 校生が地 都市の地場産

業を学び、 ・文化、地域 等を 験することにより、地 の との を

めながら、 が の を担うための ・ 力の向上を 指す。

(11) 部活 の  

取組の方向５ 体を鍛え健康に生活する力を培う  
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(1 ) 都立 等学校 部活 全体の活 化 

  ア 部活 指導の 間委 ル事業 

    中学校・ 等学校の部活 指導が教員の 重な 担となっている がある。  

教諭の 担を していく を るため、 間事業者を活用し、専門的指導者を学

校に することによって、部活 の指導 の充実と 教諭の業 に向けた

ル事業を実施する。 

イ 都立 等学校における の実施 

都と 市による自 体間連携 ル事業の一環として、都立 校生の 

を実施し、 力の向上を図る。 
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部活 計画を 、指導者の や生徒のニー の 化等の に 

対応していくとともに、生徒の ・ 力の や 会 、生 に たる文化・

ー 等に し 度を育成するために、部活 の を図る。 

  ア 部活 指導者講習会の開催 

部活 の実 や事故防 等について講習会を開催し、 教諭の指導力向上に 

める。 

  イ 体育大会への  

体育大会への を して、中学校、 等学校、中等教育学校及び 支援学 

校の生徒の 全育成、 増進及び 部活 の を図る。 

  ウ 体力 力 場の指 （30 校） 

   年を育てる 活 支援事業 

専門的指導や 度な 指導を とする部活 に対し、 応の や指導力を有 

する 部指導員を重点的に導 する。 

 地域との連携による都立 支援学校の部活 事業 

支援教育の充実に するため、都立 支援学校の部活 に地域の 部指導員 

を導 し、児童・生徒の や 力を一層 する。 

 

 の推進  

 

 育の推進（指導部）  

(1) 疾 に関する教育の充実 

文部科学 が作成するが 教育の 等について各学校での活用を促すとともに、

教育推進委員会における有 者等の を て都 自の指導 を作成・配

し、 ル 業を実施するなどして、全 立学校におけるが 教育を推進する。 

(2) に関する指導の充実 

     に関する 的な を 、児童・生徒の しい理解を促すため、有 者等

の を て「 教育の 引」を し、 に関する指導の充実を図る。 

 

 の推進（都立学校教育部・地域教育支援部） 

(1) アレルギー疾患対 の推進 

ア イドライン等に いた体制整備 

 平（」ンイラドイ組り取るす対に患疾ーギルレアの校学「るよに修学科部文

成2 年）に いた各学校での取組が に進 よう、児童・生徒のアレルギー疾患

に対する教職員の理解と対応 力向上に取り組 できた。 

平成 24 年 に都内 学校で きた事故を け、 発防 のため、平成 25 年度以降、

都教育委員会では イドラインを する ニュアル等を作成・配 するなど、食

体力の向上を図る取組及び部活 の推進を して、生徒の体力や 力を向上させ、

ある学校 くりを一層推進する。 部指導員の導 や用 等の充実を図り、部活 の推進

に向け環境を整備する。
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物アレルギー事故予防と事故発生時の緊急対応の確立に向けた取組を強化している。 

今後も引き続き、以下の点について重点的に区市町村教育委員会及び都立学校を支

援・指導し、更なる体制の強化に向けて働き掛ける。 

  (ｱ) 「食物アレルギー対応委員会」の設置による組織的な対応の強化 

  (ｲ) 学校給食における食物アレルギー対応の役割分担の明確化 

  (ｳ) 校内研修による実践対応力の向上 

  (ｴ) 緊急時（アナフィラキシー発症時等）における対応 

イ アレルギー疾患対応研修の実施 

平成 21 年度以降、教職員等を対象に、専門医を講師とした研修を実施しており、

平成 25 年度からは、全ての養護教諭とアドレナリン自己注射薬を携帯する児童・生

徒の担任教諭、学校栄養職員等を対象として研修を実施している。平成 27 年度から

は管理職を対象とした研修も開催している。平成29年度も研修を継続していくとと

もに、校内研修を推進する。 

 

３ 食育の推進（都立学校教育部・地域教育支援部）  

(1) 食育の推進 

ア 食育を推進する体制の整備 

学校における食育を推進させるため、食育推進チームの設置、栄養教諭、食育リ

ーダー等を中心とした校内体制の整備について、調査等を行い、促進する。 

イ 栄養教諭の配置による食育の推進 

  (ｱ) 栄養教諭の配置 

平成 20 年度から各地区に栄養教諭を計画的に配置している。さらに、平成 25 

年度からは複数配置を開始し、食育の推進を図っている。 

栄養教諭は、配置地区内の各学校の食育リーダーを支援することで、地区全体の

食育を推進する役割を担っている。食育リーダーへの指導・助言を充実し、教科等

間の連携を図りながら「生きた教材」である学校給食を活用した食育を一層推進す

るため、栄養教諭の配置を拡大する。 

  (ｲ) 地場産物を活用した食育の実践研究 

地域の自然や文化、地域の食に係る産業、自然環境の恵沢に対する児童・生徒の

理解の増進を図るには、学校給食に地場産物を活用した食育が有効である。 

栄養教諭は、配置地区で継続して地場産物を活用した食育の実践研究を行い、地

区全体の食育の充実を図る。 

研究内容は以下のとおりである。 

a 地域生産者との連携 

b 地場産物を活用した学校給食のメニューの作成 

c 地場産物を活用した「食に関する指導の全体計画」の作成 

d 生産体験学習など地域に密着した食育の実践 

ウ 学校給食における地産地消 

農地のない都心部の学校においても地場産物を活用した食育や地産地消を行う

ことができるようにするために、関係諸機関と連携を図り、学校給食において、島

取組の方向５ 体を鍛え健康に生活する力を培う  

(6) ー ィ ーシ ン レーニン の地域 点校による 及 

と体 を る ー ィ ーシ ン レーニン について、実施校の一層の拡 

大に向けて、地域 点校を め、実践内容を地域に発 する。 

(7) 全中学校を「ア ィ ール」として指 し、体力向上の取組を 開 

   全中学校を「ア ィ ール」として 置 け、自校の （ ）や取組内容 

を めた「体力向上推進計画」を作成し、取組を強力に推進していく。 

(8) 「ア ィ ライフ研究実践校」や「 ー ーア ィ ール」による 進的

取組の研究開発・ 及     

中学校 2校を「 ー ーア ィ ール」に指 し、体力を向上させるため

の指導 等について 進的な研究開発を行い、 た取組や成 を く発 すること

を して、全中学校の体力向上の取組の充実を図る。

    た、 学校2 校を「ア ィ ライフ研究実践校」に指 し、 的生活習

の 着・ に向けた取組や栄養・ ・ 養の に係る 指導などの

体的取組を実践研究し、 た取組や成 を く発 することを して、全 学校の

教育の充実を図る。

(9) 「 ー 強化校」の指  

  ア 部活 による 力向上 

2 2 大会の開催を 、 部活 による 力向上を一層推進する。 

イ 都立 等学校における ー 強化校事業 

都立 等学校に各 ー を強化する部活 を 5 部指 し、全 大会等に 場で

きるよう 力の向上を一層促進する。 

  ウ ー 強化校への ー ー イ ーの導  

    2 2 大会の開催を 、 な指導者等を都立 等学校の 部活 に  

行的に導 し、 力向上を とした部活 の効 を する。 

(1 ) 都立 等学校 部活 全体の活 化 

  ア 部活 指導の 間委 ル事業 

    中学校・ 等学校の部活 指導が教員の 重な 担となっている がある。  

教諭の 担を していく を るため、 間事業者を活用し、専門的指導者を学

校に することによって、部活 の指導 の充実と 教諭の業 に向けた

ル事業を実施する。 

イ 都立 等学校における の実施 

都と 市による自 体間連携 ル事業の一環として、都立 校生の 

を実施し、 力の向上を図る。 

  ウ 校生 ア ー 事業 

    都と地 都市との 校生が、 ー 等を して することにより、

2 2 大会への を いに め うとともに、 た都立 校生が地 都市の地場産

業を学び、 ・文化、地域 等を 験することにより、地 の との を

めながら、 が の を担うための ・ 力の向上を 指す。

(11) 部活 の  
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取組の方向５ 体を鍛え健康に生活する力を培う 

しょを含めた東京産の水産物や地場産野菜の活用を推進する。

取組の方向５ 体を鍛え健康に生活する力を培う 

 

の  

 

 

３ の推進  

 

  to 2020 の推進（指導部）  

的に の体力が 下している中、平成 32 年度 でに、体力 計点の 都平  

を、 学生は都 の上 、中学生・ 校生は全 平 度 で向上させるこ

とを として、 的な の 体力向上 を推進する。 

(1) 「 の体力向上推進 部」等の設置 

平成2 年 に「 の体力向上推進 部」を設置し、 的な の 体

力向上 として、平成2 2年 に「 推進計画」を、平成2 年 に「

推進計画」を、平成2 年 に「ア ィ ラン 2 2 」（ 推進

計画）を した。引き続き の体力 下 を 会全体で解 していくための

を行う。

(2) 都 一体力 の全 立学校での実施 

立学校の全ての児童・生徒を対象とした 都 一体力 を実施し、児童・

生徒一 一 に を し、一 一 が自ら を って体力向上に取り組 こと

ができるようにするとともに、実 と ・分 に く 業 を行う。 た、

都 一体力 の調査 を に、 たに体力向上の を め、 体的取組

を行う「ア ィ ラン 2 2 」を、都教育委員会、区市町村教育委員会及び学

校が一体となって推進する。 

年 を「体力 実施 間」とし、全 立学校が、 ・ に体力 の

や 的、学校の体力・ 力の実 と全体的 向、児童・生徒一 一 による

（ ）の設 、各 の実施 等について確実に指導した上で、 都全体で

に体力 を実施する。 

(3) 力を中心に、体力を める 指導の イドラインの作成 

   「 力」等、体力 の が い に重点を置いた体力向上の実践的な取組 

について実践研究する。研究成 を「 力を中心に、体力を める 指導の イド

ライン」として とめ、各学校の に応 た解 やア ーチの を、体育の

業や 部活 において活用していく。 

(4) 「一校一取組」・「一学 一実践」 の推進 

全 立学校において、体力向上に向けた 体的な取組を 開する。 

) 中学生「 」大会 

中学校教育の一環として、中学生の 増進や 力をは めとする体力向上、  

ー の 及び生徒の 力の向上を 的として、区市町村対 の を実施

する。 


